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５月 12日(日)は「民生委員・児童委員の日」です 

５月 12日(日)から「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」が始まります 

  

  

全国民生委員児童委員連合会では、この５月 12 日（日）から 18 日（土）ま

でを「活動強化週間」として定め、地域住民や国民一般に民生委員・児童委員の

存在やその活動について、一層の理解促進を図り、委員活動の充実を推進して

います。 

また、「活動強化週間」には、別紙のとおり全国各地で様々な活動やイベント

が行われ、東京都では、５月 12 日（日）に新宿駅周辺で、吹奏楽団や都内各地

区社会福祉協議会のキャラクターなどとともに、民生委員・児童委員によるパ

レードが行われる予定です。 

 

 厚生労働省としては、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に向け、住民

の最も身近な相談相手である民生委員・児童委員の役割は大変重要であると考

えていることから、この「活動強化週間」を契機として、地域の方々に民生委

員・児童委員を身近に感じていただき、その活動に対する理解を深めるととも

に、活動の更なる活性化につながっていくことを期待しています。  

 

報道関係者各位におかれましては、「活動強化週間」期間中の積極的な取材等

にご理解とご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

※ 民生委員制度は、大正６(1917)年５月 12 日に「済世顧問制度」として岡山県で発足

し、翌大正７(1918)年には大阪府で「方面委員制度」として発足。その後、「方面委員

制度」として全国に普及し、昭和 21(1946)年に「方面委員制度」が「民生委員制度」に

改称され、平成 29(2017)年には制度創設 100 周年を迎えました。 

令和元年５月９日（木） 

社会・援護局地域福祉課 
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【活動強化週間の期間】 

 ５月 12 日（日）～５月 18 日（土） 

 

【各地で行われる主な取組】（詳細は別紙） 

○ 全戸訪問又は要援護者宅への一斉訪問 

○ 登下校の見守りや挨拶運動 

○ 児童生徒や小中学校の教員との交流 

○ 民生委員・児童委員活動に関するパネル展示 など 

 

【東京都で行われる取組】 

○ 主催：東京都、東京都民生児童委員連合会 

○ 催事：「みんなでつくろう 地域のつながり 支え合い」をテーマ

に民生委員・児童委員活動普及・促進パレードや活動紹介  

パネル展を開催。このほか、都内全域においてもパネル展や

駅頭 PR 活動を実施。 

【パレード】 

日時：令和元年５月 12 日(日)10 時 40 分～11 時 20 分 

会場：新宿通り（新宿３丁目交差点から新宿駅東口前） 

【パネル展】 

  日時：令和元年５月 13 日（月）～17 日（金） 

会場：東京都庁第一本庁舎 1 階ロビー 
 

※ 活動強化週間の詳細については、全国民生委員児童委員連合会のホ

ームページにも掲載されています。 

https://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/news/2019032601/ 

 

 

 

 

https://www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/news/2019032601/

